
～第９号～山梨市商工会は　地域密着　身近にあって　頼りになる商工会を目指しています！
―組織の団結と
　無限の発展を象徴―　
■商工会マーク
商業を意味する「S」
と工業を意味する
「ギア」を組み合わせ
ることによって、商工
会組織の団結と無限の
発展を象徴しています。
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本号のコンテンツ

（主な貸付制度）
平成20年1月31日現在

融資金利情報

●国民生活金融公庫（普通貸付）
・・・・・・・2.2％
●国民生活金融公庫（経営改善貸付）
・・・・・・・1.9％
●商工貯蓄共済融資
・・・・・・・2.375％（別途保証料）
●山梨県事業促進融資
・・・・・・・2.4％

経理サポートサービス

ＯＫ!!

商工会 コンピューターによる

★メリット多数!!★

安心

早い 確実

経済的 簡単

経営の合理化を!!

※山梨市商工会までお気軽にご連絡ください

非常に便利です! 商工会青年部員＆女性部員
　　　　　新規加入者募集中!!

・青年部員の加入条件：会員事業所で40歳以下の男女
・女性部員の加入条件：会員事業所の奥様、娘さんで年齢制限なし

※ご興味のお持ちの方は、商工会までお気軽にご連絡ください。

平成19年分確定申告の主な税制改正点について

※確定申告決算相談のお早めの予約をお願いします

■開催期間　2/4（月）～3/17（月）※予約制（①9：00②10：30③13：00④14：30）
■開催場所と問い合わせ先
　　　　　　山梨市商工会館2階会議室（旧山梨市地区）　　電話：0553-22-0806
　　　　　　山梨市商工会館牧丘三富支所（旧牧丘三富地区）電話：0553-35-2250
当会では国県補助事業である経営改善普及事業の一環として、上記のとおり
確定申告決算相談を開催しております。
当会会員事業者の方で「１人で心配だ」、「開業し立てでわからない」など
お思いでしたら、どうぞお気軽にお問合せください。

当会では予約制にて決算指導を行っていることから、予約なしの当日対応は予約した皆様へご
迷惑おかけすることとなります。
商工会にて「確定申告決算相談」をご希望の方は２月末までにお手数でもご一報いただき、
ご予約をお願いします。
事前の申込がない方、確定申告の期限が迫っている日程での申込については決算指導に応じき
れない場合もございますので、くれぐれも事前の予約をしていただくようご案内します。

特集１：

今年も所得税・消費税（個人）の申告の季節となりました。
商工会では下記のとおり「確定申告決算指導」を開催します。この機会に利用してみてはいかがですか。
本号では税制改正点を一部紹介します。詳細については国税庁ホームページを参照していただきことを
お勧めします。

≪≪所得税≫≫

≪≪個人住民税≫≫

　１．減価償却制度改正（定額法および定率法）について
　　①平成19年3月31日以前に取得した償却資産は償却が終わった翌年から5年間で
　　1円になるまで均等償却　②平成19年4月1日以降に取得した償却資産は新たな
　　定額法、定率法を適用（昨年減価償却資産を取得された方ご注意ください）
　２．電子証明書等特別控除の創設
　　本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をＥ-Ｔaxで行うと、
　　最高5,000円の所得税の税額控除を受けることができるようになりました。
　　（平成19年分または平成20年分のいずれか1回）
　３．電子申告における第三者作成書類の添付省略の創設
　　①医療費について領収した者のその領収を証する書類、
　　社会保険料の金額を証する書類ほか5種類
　４．定率減税の廃止

　５．地震保険料控除

　　損害保険料控除を改組し、最高5万円を控除する
　　地震保険料控除の創設（但し、経過措置あり）

　

１．定率減税の廃止
　　平成19年分の個人住民税から所得割額にかかる
　　定率減税（7.5％相当額、限度額2万円）が廃止
　　されました。
２．税率の改正
　　平成19年分の個人住民税
　　所得割の税率が一律10％
　　になりました。

　平成19年分の所得税から定率減税（10％相当額、限度額12万5,000円）が廃止

山梨市商工会「確定申告決算相談」予約受付中!!お知らせ

（国税庁ホームページ　⇒　http：//www.nta.go.jp）

改正後

税率課税所得金額

　１９５万円未満

　３３０万円未満

　６９５万円未満

　９００万円未満

１，８００万円未満

１，８００万円超

５％

10％

20％

23％

33％

40％

改正後
標準
税率

課税所
得金額

一律
10％

労働保険事務を
委託しませんか!!

事務委託はこんなときに便利です
◇事務手続がわからない  
◇人不足で事務処理をする余裕がない 
◇関係官庁に出かけるのが面倒 
◇労働保険の年度更新が難しい 
◇事業主及び家族従事者も加入したい

当会は「ひとり親方」も
　　　　　事務委託できます

※詳しいお問合せは山梨市商工会まで

⇒
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６．税率の改正

　平成19年分から
　次の6段階に改正

　　　　　　　　●地域別最低賃金

　　　　　　　　１時間　665円
●産業別最低賃金
電気機械器具、情報通信機械器具、
電子部品、デバイス製造業

自動車・同付属品製造業

７７０円

７７８円

Ｈ19.12.6～

Ｈ19.12.8～
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山梨県最低賃金

WELC
OME
★

�E-MAIL: yamanashi@shokokai-yamanashi.or.jp　

⇒



主なコンテンツ・・・
■入会案内　■経営上のご相談
■融資情報■労働保険・社会保険
■各種セミナー・講習会　

会員の皆様にとって有意義な情報を、毎日更新しています!!

URL　http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/~yamanashi
検索エンジン（Yahoo!、Googleなど）から“山梨市商工会”検索

～会員増強について、12/12に
開催した理事会において山梨市
商工会会員増強の推進運動を実
施することに決定しました～　■山梨市商工会入会の資格について

※市内の商工業者以外の方でも商工会の趣旨に
賛同いただける方は加入することができます。

編集後記

　小規模企業の個人事業主、又は
会社等の役員の方が事業を辞めた
り、退職された場合のための退職
金制度です。詳細は、山梨市商工
会までお問合せください。

経営者にも退職金を！

■小規模企業共済
　　加入推進中!!

－2－
お買い物は身近な「地元商店街で!!

「情報化」について ～商工会がお勧めする
共済を紹介します!!～

■商工貯蓄共済

■全国商工会会員福祉共済

※詳細はお問合せください。

貯蓄、低利な融資、生命・交通
事故傷害保険がセットになった
三位一体の共済で、融資は加入
後６ヶ月以上遅滞なく掛金の払
込をされていますと斡旋を受け
ることができます。

６～８０歳（継続は８５歳）ま
で加入できる死亡と入通院の補
償を両立させた傷害共済で、掛
金は年齢、性別に関係なく一律
です。

情報を活用して付加価値を生み出す一連の行為。事業経営活動にパソコン
やインターネット、デジカメなどを駆使し日常経営に活かしてますか？
これらに関しご相談等ございましたら商工会までご連絡ください。

（イメージ）

①農業者
②その他商工会事業
　の趣旨に賛同して
　いただける方など

特別会員

①ＮＰＯ法人
②△△協同組合
③農業法人など

団体会員

（１）お問合せ：山梨市商工会総務課　電話0553-22-0806まで
（２）ホームページから「入会申込書」がダウンロードできます↓
   　http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/~yamanashi/shinseishodownload.htm

≪≪商工業者でなくても、商工会の趣旨に賛同いただける方、会員になれるんです!!≫≫

確定申告が心配だぁ、
ほんじゃぁ一度、
商工会に聞いてみっか

特集２：『改正パートタイム労働法』のポイント
■パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は

■パートタイム労働者と通常の労働者の均衡（バランス）のとれた待遇のために、

■さらに、パートタイム労働者の職務の内容（業務の内容と責任の程度）が通常の労働者と同じ場合は、

■さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、

■パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、

①雇い入れの際、労働条件を文書などで明示をすることが必要です
②雇い入れ後、待遇の決定に当たって配慮した事項の説明が必要です
③パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえることが必要となります

④賃金（基本給、賞与、役付手当等）は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、
　経験などを勘案して決定するよう努めることが求められます
⑤教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めることが求めら
 れます
⑥福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与える
 よう配慮が必要となります

⑦人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者
　と同じ方法で決定するよう努めることが求められます
⑧職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施することが求められます

⑨すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます

⑩事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的に解決するよう努め
　るよう求められます

 ※「雇入れ通知書」様式を用意
していますので希望企業はご利用ください。
上記様式は当会ホームページよりダウンロ
ードできます。
URL　http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/
~yamanashi/rodohoken.htm

※商工会では、4月初旬に当会で開催予定の
「年度更新事務手続き」時にて労働保険事務
委託している事業主に、書類等配布できるよう
対応したいと考えておりますにしますので予め、
ご承知おきください。

パートタイム従業員を1人でも雇っている事業主の皆様、必見!!

＜お問合せ先＞

山梨労働局雇用均等室
電話：055-225-2859　ＦＡＸ055-225-2787

いろんな共済もあるって
いうし・・・。帳簿のつけ方
　わからないし・・・。

（平成20年4月1日施行）

商工会員になって皆んな
　で地域振興するぞ!!

山梨市商工会へのご質問、ホームページに関するご意見・ご感想・
お気付きになられた点はこちらまで↓
 山梨市商工会（E-mail：yamanashi@shokokai-yamanashi.or.jp）

ホームページをリニューアルしました!!

2008年は干支が12支最初の「子年」であり、
新しい生命が芽生え、幸を運ぶ年となると
言われています。
また二〇〇八年には良いことが「末広がり」
な年であってほしいものです。
商工会といたしましても、ヤル気のある事
業主の皆様に少しでもお力になれることを
励みに頑張りますので、本年もどうぞよろ
しくお願いします。




